
特別徴収税額の納期の特例に係る申請書 

令和　　年度　　月分以降の市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例について、地方税法第３２１条の５の２の規定による（承認・承認の取消）を申請します。 

市民税・県民税
森 林 環 境 税


